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第４章 分野別計画

第４章では、５つのまちの姿を実現するための取組を19の基本方向ごとに示し、各

基本方向ごとに行政が果たすべき役割を示しています。なお、めざすべき方向や各主体

が取り組むべき内容、また行政以外の各主体の役割については前期基本計画の内容を引

き継ぐため、本計画においては省略しています。

めざすまちの姿

基本方向

めざすまちの姿を実現する

ための方向性を示しています。

基本方針

基本方向に沿った取組を進

めていく上での基本的な方針

で、基本構想原文を引用してい

ます。

行政の役割

基本方針の実現に向けて、行

政が担うべき役割を示してい

ます。

成果指標

めざすまちの姿の実現に向

けて目標を明確にし、その達成

状況を評価するための成果指

標を示しています。

現状値（平成26年度実績値）、

前期基本計画で定めた平成 32

年度の目標値、後期基本計画で

定める平成32年度目標値を記

載しています。


